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蠢．はじめに

取締役の責任とその責任の追及は，ドイツでは，ここ 20年の間学術上激しく議論されてき
1
た。株式法上の機関責任は，実際にはあまり重要ではなかったので，ますます不十分とみなさ

れてきた。株主による責任の追及の要請に対して 1998
2
年に実現した小改正は，実際には効果

がなかった。

学界での議論，連邦通常裁判所の判決および投資者保護を強化しようとする努力の末，昨

年，アメリカ法上の経営判断原則が継受されることになった。株式法 93条における取締役の

責任の規律は，「企業の健全性と総会決議の取消に関する法規制の現代化のための法律（以下
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UMAG という）」によって，ドイツの経営判断原則を補充し
3
た。

この法律よって，取締役員の責任の追及が容易になった。株主による訴えの提起に関して

は，会社資本の 5パーセントの所有が要件ではなくなり，その基準が資本の 1パーセントもし

くは 10万ユーロの持分に縮減され
4
た。以下では，まずドイツの改正に関する議論について概

括する。とくに，アメリカの経営判断原則の継受による取締役の責任に重点的に論じ，つぎに

責任の追及に関する新しい規律について重点的に述べることにする。

蠡．改正論の出発点

1．経営判断原則を継受するまでの機関責任の取り扱い

ドイツの機関責任は世界でもっとも厳しい責任であるという説明
5
は，1937株式法の施行以

来あまり実際的な重要性のない機関責任に直面する。実体法に関するこの説明は，傾向的には

まったく適切である。とくに，学説は，責任規定を非常に厳格に解釈する。手続上は，取締役

は，すべての獲ることができる情報に基いて決定しなければならないということが要求され
6
る。学説の見解によれば，決定の手続は，裁判上完全に確認することができた。実体的には，

判決によって，企業家行為の裁量が承認され
7
た。連邦通常裁判所は，軽率な行為を志向した。

一般責任法においては，軽率は，高度の重過失とみなされる。ライヒ裁判所によれば，取引行

為の予測される結果の評価が不正確であることは，通常の場合，まだなんら過失は存在しな
8
い。ドイツの経済学者や法律学者は，株式法上の機関責任をより厳格に解釈した。代表的な経

済学者としてシュマーレンバッハ（Schmalenbach）が，すでに前世紀の初頭には，裁判所は法

規定からはありえない寛大さの傾向があることについて警告し
9
た。他方，法律家は，株式法 93

条による取締役の注意義務（Sorgfaltspflicht）を文言どおりに解釈した。株式法 93条 1項 1文

において要求されている通常かつ誠実な業務指揮者の注意から，特別に厳格な注意義務基準が

導かれ
10
た。取締役に対する高められた注意義務基準にあっては，一般的な注意義務と株式法 93

条 3項で掲げられた特別な事例とは区別されなかった。取締役員は，常に一般人よりもより厳

格な責任を負うべきであるとされる。取締役の企業家的裁量の余地は，注意義務の範囲内で個

別的に考慮されるにすぎない。注意義務は，それ自身から展開され，企業家決定に対する「セ

イフハーバー」は認められなかった。

2．厳格な責任が実務上あまり重要でなかった理由

取締役の責任は，第二次世界大戦後は，前世紀の 90年代まで，実際にはいかなる役割も果

たしてこなかった。その理由は，もちろん，ドイツ産業において人的にも資本的にも結合して

いる，いわゆるドイツの株式会社構造に帰せられよう。株式法上，実務で重要性を欠いている

理由は，責任を追及する仕方に見出せる。従前もまた現在でも，組織法上，取締役が，第一義

106 ワールド・ワイド・ビジネス・レビュー 第 7巻 第 2号



的に，監査役員の責任の追及について権限を有してい
11
る。取締役員の責任は，第一義的に監査

役によって実現しなければならな
12
い。責任は，事実上は，通常，破産管財人によってのみ，ま

たは機関構成員の交代の際に実現され
13
た。新機関構成員または破産管財人は，職務を行う取締

役または監査役の義務違反の時点と異なり，注意義務違反のゆえに自ら責任を負うことを恐れ

る必要がない。株主が有する取締役の責任を追及する権限（アクチオ プロ ソキオ actio pro

socio）は，まったく別々に認められていたにすぎな
14
い。圧倒的支配説によれば，株式法 147

条に掲げられた基準が存在する必要があ
15
る。株式法 147条によれば，少なくとも 10パーセン

トを有する株主が取締役員の責任の追及を要求しなければならない。

3．経営判断原則の継受と改正論議

アメリカの責任法を受け継ぐことは，1950年代および 1960年代にはなお否定されてい
16
た。

しかし，80年代，特に 90年代に変わった。経営判断原則は，取締役の企業家的裁量をより正

確に決定するためにますます頻繁に引き合いに出された。経営判断原則が実体上ドイツ株式法

において妥当することは，支配的見解であった。それに対して，責任の追及に関するアメリカ

の規律を直接に置き換えるという提案はなされなかった。アメリカにおける責任の実現は，単

にドイツの改正論に着想のきっかけを与えるものにすぎなかった。とくに，ホプト（Hopt）

は，経営判断原則に含まれる免責（セイフ・ハーバー）が伝統的なドイツ株式法よりも実体的

に正当であるとみなし
17
た。アメリカの立証責任の分配をドイツ法に転用することも提案され

18
た。

1998年には，連邦通常裁判所も支配説に相応して，アラーグ・ガルメンベック（ARAG/Gar-

menbeck）判
19
決において，経営判断原則を取締役責任の根拠に置い

20
た。このことは，事柄の性

質上，アラーグ・ガルメンベック判決後に公表された多くの単行論文にもあてはま
21
る。いずれ

にしても，企業家決定については，取締役員の特別の免責が常に認められた。改正は，具体的

には，ウルマー（Ulmer）の提
22
案，ドイツ法曹大会の決

23
議，ならびにコーポレート・ガバナン

ス政府委員会の勧
24
告に遡る。当時の連邦政府は，経営判断原則の導入に対する要請と株主によ

る責任の追及を容易にするために企業の健全性と投資者保護の強化対策目録の中に取り入れ

て，それを実現し
25
た。

4．ドイツの経営判断原則に関する法律規定とアメリカの手本

ドイツの立法者は，経営判断原則を独自に定式化した。株式法 93条 1項 2文によれば，取

締役員が企業家決定の際に相当な情報に基いて会社の福利（Wohl）のために行為することが

合理的に認めることができる場合には，義務違反は存在しない。このドイツの経営判断原則の

独自性を説明するためには，デラウエアー州裁判所ならびにアメリカ法律協会のコーポレート

・ガバナンスの原理（Principles of Corporate Governance）の経営判断原則の定義と比較するの
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が有益であろう。

アメリカ法律協会が定式化した提案は，「取締役又は役員が誠実に経営判断をする場合，当

該取締役又は役員が経営判断の対象に利害関係を有さず，経営判断の対象に関し，当該取締役

又は役員が当該状況の下で適当であると合理的に信ずる程度に知識を有し，そして，当該経営

判断が会社の最善の利益に合致すると相当に信じた取締役または役員は，自己の義務を履行す
26
る。」

しかし，実務では，デラウエアー州最高裁判所の判例を指向しなければならない。これは，

次のように定式化されている。取締役は，経営上の決定をする際に，十分な情報に基いて，行

為が会社の最善の利益のために行われたことを善意でかつ誠実に信じて行為したものと推定さ

れ
27
る。「このようにして，取締役の決定は，取締役が決定につき利害関係を有さず，自主的に

行ない，誠実に行為し，合理的な経営目的と考えることができるか，またはその決定が重過失

のある過程によって到達したのでなければ，裁判所によって尊重され
28
る。」

蠱．経営判断原則を継受した後の取締役の責任の追及

1．取締役員の義務

取締役員の義務は，独立の企業指揮者の義務である。取締役員は，他人の財産利益の信託者

（Treuhänder）として活動する。株式法 93条 2項 2文の立証責任の転換は，委任法に由来す
29
る。取締役は，アメリカの経営判断原則の継受後も，正常かつ誠実な業務指揮者の注意を払っ

たことを証明しなければならない。企業家決定（business decision，経営上の決定）の際にお

ける取締役の企業家的裁量（business discretion，経営上の裁量）は，取締役に課せられる会社

の指揮（株式法 76条）から生ずる。企業家決定が存在し，そして企業家的裁量とドイツの経

営判断原則に相応する場合，企業家的裁量と経営判断原則とはその限りにおいて同義語になり

うる。

2．株式法 93条 1項 2文における経営判断原則の継受

ドイツ株式法は，UMAG によって株式法を改正し，ドイツの経営判断原則を定める。取締

役員が企業家決定の際に相当な情報に基いて会社の福利のために行為したことを合理的に認め

ることができる場合には，株式法 93条 1項 2文によれば，義務違反ではない。

この展開の基礎は，学説による準備作業によって培われたが（とくにメストメッカー（Mest-

mäcker）還暦論文集におけるホプトの論文が挙げられよ
30
う），連邦通常裁判所の判決も貢献し

ている。連邦通常裁判所は，ジーメンス（Siemens）判決において，企業家的裁量を明確に志

向し
31
た。学説においても企業家的裁量の概念が用いられたし，またそれが通例のことで常であ

っ
32
た。
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連邦通常裁判所は，多くの議論がなされた前掲のアラーグ・ガルメンベック判決において，

取締役の損害賠償義務は，責任の自覚によって担われ，もっぱら企業の福利を目指した決定の

基礎の注意深い評価に基く企業家的行為が行われなければならない範囲を明確に逸脱し，無責

任な仕方で企業家的危険を冒す準備が行われたか，または取締役の行為が別の理由から義務違

反とみなされなければならない場合にはじめて考慮される」と判示し
33
た。

ドイツ法曹大会とコーポレート・ガバナンス政府委員会とによって要求された経営判断原則

の継受は，この判決の基礎の上に構築することができた。学説における有力な見解が，ドイツ

の経営判断原則の内容がすでに妥当している法である，あるいは法典化は不要であろうという

ことから出発してもそれほど驚きではな
34
い。結論的には，新たな規律は，法律状況を明確化す

るものとして歓迎することができる。責任免除に関する手続上の要件を巡る議論は，後述する

ように，そのような明確性の必要性を示す。

3．企業家的裁量の前提要件ならびに株式法 93条 1項 2文の経営判断原則

a）誠実義務に違反しないこと

企業家的裁量は，誠実義務（Treuepflicht）違反の場合には介入しない。誠実義務は，企業家

的裁量が認められる範囲に立ち入ることができな
35
い。誠実義務違反が問題となる場合には，企

業家的裁量というコントロール基準は，決定的影響を及ぼさず，またドイツの経営判断原則に

対し誠実義務というより厳格な基準が適用される。会社を犠牲にする事実上の利得，および株

主の自己利益の追求が，誠実義務に違反する。会社との取引は，市場の条件により，独立当事

者間基準（arms’ length）で締結しなければならな
36
い。

取締役員は，会社の機会を奪うことは許されず，自己の親近者に経済的利益を得させること

は許されな
37
い。さらに，誠実義務からは，取締役員の黙秘義務および競争禁止が生じる。ま

た，取締役員が自己の行為において会社の最善の利益のために行為しなければならないことを

基準とすることも誠実義務から導き出すことができる。

b）法律，定款または株主総会決議に違反しないこと

さらに，企業家的裁量は，法律，定款もしくは株主総会決議に基づくという規制にあっても

問題にならな
38
い。株式会社の組織構造ならびに定款，株主総会決議による権限の規制も考慮さ

れなければならない。業務執行の措置を監査役会の承認にかからしめる監査役会決議もこれに

含まれ
39
る。法律，定款または総会決議によるという規制にあっても，取締役の制限的裁量が存

在しうることは重要であ
40
る。このことは，たとえば，会社が支払不能もしくは債務超過である

場合に破産の申し立てをする取締役の義務に妥当す
41
る。連邦通常裁判所は，ここでは制限的判

断の余地を承認
42
し，（限定的）企業家的裁量が存在す

43
るとした。連邦通常裁判所は，新株引受

権を排除した資本増資に関して，上述したジーメンス判決において，取締役は自己の企業家的

裁量の範囲で，自己にのみ知れた完全な状況が会社の利益のために総会決議の実施を正当化す
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るかどうか注意して精査しなければならない，と判示し
44
た。政府草案の理由書も，法律上の規

制によって企業家行為の裁量の余地が排除されているかどうかを目指してい
45
ることは明確であ

る。

c）中核的な限界付けの指標としての企業家決定

ドイツでは，ドイツ経営判断原則の構成要件メルクマールとしての企業家決定の基準につい

て議論されている。学説の有力
46
説と政府草案理由

47
書は，中心的な区別の指標を問題とする。し

かし，いきすぎた解釈であると警告され
48
る。経営判断原則は，ドイツの規定においても，適切

に，企業家決定がなされた場合にだけ介入できるにすぎない。株式法 93条 1項 2文における

一部の責任免除については，企業家決定が明確に要求される。取締役員が適切な情報に基いて

会社の福利のために行為したことを合理的に認めることが許される場合に限り，企業家決定に

義務違反が存在しない。企業家決定という構成要件メルクマールの意味は，過大に評価される

べきではない。そのことは，決定を欠いた場合および純粋のコントロール決定にあって意味を

も
49
つ。

4．企業家的裁量範囲の限界

a）適切な情報に基く行為という要件

デラウエアー州の最高裁判所（Court of Chancery）の当時の長官は，アメリカ法について

は，いずれにしても，責任が実際には誠実義務違反の場合にのみ問題となることを認め
50
た。こ

のことはアメリカ法についても論争があり，とくにアメリカ法律協会のコーポレート・ガバナ

ンス原則では手続的限界と内容上の限界を定めてい
51
る。

これに対して，ドイツおよびドイツ法については，株式法 93条 1項 2文は，企業家決定に

あっても企業家的裁量の特別な限界を異論なく定める。これは，アメリカの経営判断原則を継

受しながらも維持されたドイツの伝統に相応する。とくに，アメリカで法律として規定されて

いない経営判断原則を継受する際の手本としてアメリカ法律協会のコーポレート・ガバナンス

原則が挙げられる。企業家的裁量の手続上の限界として，ドイツ株式法は，取締役員または監

査役員が適切な情報に基いて行為したと合理的に認めることができる場合，義務違反が存在し

ないことを規定する。連邦通常裁判所は，すでにアラーグ・ゲルメンベック判決において，企

業家行為の余地はいかなる決定をするか見出すことも含むものと判示した。それによれば，責

任は，決定の基礎の慎重な評価に基く企業家的行為が行われなければならない範囲を明確に超

えている場合に問題になったにすぎな
52
い。企業家決定をなす決定の基礎が，内容上，経営判断

原則を法文にする際の争点の一つであった。法律草案に対する議論において，取締役の適切な

情報は，しばしば，責任の免除に対する介入のための前提とみなされ
53
た。これは，全体的に得

ることができる情報に基いた行為というドイツの伝統的な要求を採用し
50
たものである。

アメリカ法は，適切な情報かどうかについての客観的な検査を少なくとも一般的には知らな
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い。このことに部分的に関連する Smith v. Van Gorkum 判決
54
は，公開買付の判例として整理さ

れてい
55
る。公開買付については，修正された経営判断原則が適用さ

56
れ，企業買収における取締

役の行為はより厳格に審査される。

修正経営判断原則は，企業家的裁量の内部でも裁判官が異なる基準で介入できることを説明

す
57
る。取締役が適切な情報に基いて行為したものと認めることができる場合には，それゆえ

に，常に具体的に下されるべき決定という文脈において決定されなければならない。企業にと

ってとくに重要な決定は，詳細に準備されなければならな
58
い。

b）会社の福利のために行為する必要性

デラウエアー州におけるアメリカの判例の中核的区別は，取締役の会社の最善のための「誠

実な努力（good faith effort）」の審査であ
59
る。UMAG の条文においては，この基準は，会社の

福利のために行為することを合理的に認めることができるという定式化の中に見出せ
60
る。既述

したよう
61
に，取締役が義務を定めた法律上の規定，定款および総会決議に違反する場合には，

会社の福利のために行為したものと認めることはできない。

企業家的裁量の限界は，UMAG が発効する以前の判決に依拠して詳細に規定されてい
62
る。

企業家決定の内容上の審査に関して，草案の理由書は，連邦通常裁判所のアラーグ・ゲルメン

ベック判決および無責任な危険を冒すという判決で述べられた限界を明確に引き合いに出
63
す。

無責任ならびに軽率は，企業家行為の限界よりもより広
64
い。通常の場合，誠実義務の違反だ

けが経営判断原則を適用しないとしたアメリカ裁判所の裁判実務は継受されなかっ
65
た。いずれ

にしても，デラウエアー州では，むしろ重過失（gross negligence）という基準が限界として用

いられることがまれである。

経営判断原則は，限界としての重過失にあっては，実際には単なる立証責任の分配に引き下

げられる。アメリカの裁判所は，重過失の基準をもって注意義務（duty of care）違反の有無も

検査す
66
る。この点について最初の草案では重過失とされていたが，学説が批

67
判したので削除さ

れ，「認めることができる」という文言に置き換えられ
68
た。

判断を是認できるかどうかという一般的検査は，もはやアメリカの手本と一致しないであろ

う。ドイツの学説で
69
は，たとえほとんどの場合に高められた形式においてで

70
も，是認できるこ

とが目指された。アメリカにおいても同様
71
に，ドイツの学説は，企業家行為に関して判例より

も厳格な基準を推奨することがしばしばである。既述したように，ドイツでは，シュマーレン

バッハが，経済的観点から，早くから，裁判官の寛大さの傾向について苦言を呈してい
72
た。

5．企業家的裁量の特別な限界

既述したように，アメリカでは，企業買収にあっては，デラウエアー州の判決によれば，修

正経営判断原則が妥当す
73
る。これに対して，ドイツでは，とくに重要な決定にあっては制限さ

れた企業家的裁量だけが介入するにすぎない。基礎的決定，とくに企業買収にあっては，その
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決定を是認できるかが目指され
74
る。

さらに，法律が制限的行為の余地を認める場合，制限的裁量が妥当する。この関係では，債

務超過もしくは支払不能の場合における破産の申請，年度決算書の作成および資本増加の場合

における新株引受権の排除に関する決定に関する義務を挙げることができる。

取締役は，株式法 92条によれば，破産の場合，破産手続きの開始を申し立てる義務を負

う。しかし，債務超過の確定は，継続の予測が立つことも前提とする。継続の予測に関する決

定は，是認することができなければならな
75
い。このことは，総会が取締役に新株引受権を排除

して増資することを委ねる場合にも妥当する。この場合，連邦通常裁判所は，明確に企業家的

裁量について言及し
76
た。

6．立証責任

アメリカの会社法に影響力をもつデラウエアー州における判決によれば，経営判断原則にあ

っては，まず最初，推定が問題とな
77
る。取締役の義務にかなった行為が推定される。ドイツの

法律状況はこれと異なる。取締役員は，株式法 93条 2項 2文によれば，自己が通常かつ誠実

な営業指揮者の注意を払ったことについて立証責任を負う。このことは，ドイツ株式法に経営

判断原則を継受した後も同様である。ドイツの立法者は，企業家決定の際の機関構成員の行為

の裁量を継受したにすぎない。

立証責任に関しては，アメリカ法が経済的におよび内容的にもドイツ法よりも優れていると

いう診断もありう
78
る。しかし，ドイツの挙証責任の分配は，もちろん，取締役員の責任の追及

に関するドイツの規制の状況からも考えなければならない。

なるほど取締役員の責任の追及に関する新たな規律も，アメリカ法の背景から展開されてき

た。しかし，その場合，派生訴訟のドイツ法への継受は，まったく提案されなかった。ドイツ

法においては，個々の義務違反を理由に，そして 1株だけで訴えを提起することはできない。

蠶．責任の実現

1．伝統的な考え方

責任追及のドイツの伝統的な考え方は，監査役会による取締役員に対する責任訴訟の提起お

よび取締役による監査役員に対する責任訴訟の提起であった。連邦通常裁判所の判決によれ

ば，監査役会は，旧取締役員に対して損害賠償を請求をする権限も有する。

監査役会の権限と並んで，株式法 147条 1項によれば，取締役員または監査役員に対し会社

の損害賠償請求権を行使する総会の権利が単純多数決議によって生ずる。取締役員に対するこ

の請求権も，監査役会によって行使される。改正前には，資本の 10パーセントを有する少数

株主は，総会に損害賠償請求権の実現を要求することができた。とくに重大な義務違反の場合
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におけるコントラック法（KonTraG）の 5パーセント基準は，なんら実際的意味をもつことが

できなかった。

2．UMAG による新たな規律

株主は，株式を資本の 1パーセントかまたは 10万ユーロを有する場合，会社の賠償請求権

を行使できる。少数者権（従来は 5パーセントまたは 50万ユーロ）が拡大され，総会に要求

するのではなく，裁判所に対する申し立てによって行使される。

政府草案の理由書は，少数者権の新たな規律について触れ，取締役と監査役会の相互による

責任の追及の既述した問題を指摘す
79
る。相互の責任の追及の問題として，同僚としての連帯感

もしくは取引関係，任命に対する恩義および懈怠する危険が挙げられる。

ドイツ株式法は，取締役員または監査役員に対する直接的な訴えを認めない。訴えの許可手

続が，取締役員に対する訴えに先行す
80
る。このことは恐喝的訴訟ならびに濫用的訴訟を阻止す

ることに役立つ。可能な訴えを要求することも制限される。訴えを許容する要件は，たとえ

ば，不誠実ならびに義務違反の疑いである。

訴えの許可手続は，資本の 1パーセントまたは 10万ユーロの価額の株式を有する株主が申

し立てることができる。株主は，主張した義務違反を知る前に株式を取得したこと，および，

訴えを提起することを事前に会社に要求したことを証明しなければならない。さらに，不誠実

または法律の重大な違反の疑いが存在しなければならない。賠償請求権の行使は，会社の福利

という圧倒的な理由と相反することが許されない。

株主は，会社の賠償請求権を自己の名前で行使する。会社は幇助される。会社は，株式法 147

条 3項によれば，賠償請求権をいつでも自分で行使できる。会社による訴えの提起とともに株

主の許可手続または訴え手続きとが係属することは許されない。会社は，株主の訴え手続を継

承することもできる。

3．訴えの許可手続

a）持株要件

訴えの許容に関して，資本の 1パーセントまたは 10万ユーロの株式を有する株主が申し立

ることが必要であ
81
る。政府草案は，さらに，訴えの手続の持分要件として 10万ユーロの取引

所価格を定めていた。

取引所価格 10万ユーロという要件は，ウルマーの最初の提案，ドイツ法曹大会の決議およ

びコーポレート・ガバナンス政府委員会の勧告に対応したものであ
82
る。額面額の要件は，議会

の審議において初めて加えられた。それは学説における批判的意
83
見と産業界の強力な抵抗があ

ったからである。会社における訴えの行使に関する要件は引き上げられるべきであるというの

が理由であった。
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訴えの許可手続と結びついた株式法 127条 a におけるいわゆるウェーブサイト上の株主広

場（Aktionärsforum）の導入が強調されるべきである。これによって法律が基準を定める株主

権の行使が容易にな
84
る。

株主広場は，電磁式連邦官報の特別な一部であ
85
る。すべての者がインターネットにおいて僅

かな費用でこれにアクセスすることが可能である。株主または株主団体は，他の株主に対して

共同してまたは代理して申し立てるかもしくは要求をするか，または総会で議決権を行使する

ことを株主広場において促すことができ
86
る。

b）義務違反を知る前に株式を取得していること

株主は，取締役員の義務違反を知ったかまたはそれに関する情報を得る以前に株式を取得し

たことを証明しなければならな
87
い。株主が知ったか情報を得た時点の正確な確定は，決して問

題がないわけではない。刊行物は義務違反の可能性に関する詳細を含んでいないことが考えら

れ
88
る。媒体を誰もが利用できる場合は，株主もすでに知っているに違いないであろ

89
う。政府草

案理由書は，そのような媒体として経済新聞などや普及したオンラインサービスを挙げてい
90
る。株主が義務違反を知ってから株式を取得した場合，訴えを提起することができな

91
い。

c）会社に対する訴え提起期限の設定

株主は，相当な期限を設けて会社に提訴請求をしたが無駄に終わったことを証明しなければ

ならな
92
い。これによって，訴え許可手続の補充的性格が明らかになる。損害賠償請求権を実現

する権限をもつ会社の機関は，会社による提訴について決定する。相当な期間は，2か月とみ

なされる。

e）不誠実または重大な義務違反の疑い

訴えの許可は，取締役のすべての義務違反において可能なのではない。政府草案理由書によ

れば，法律および定款の軽微な違反は排除される。軽微な違反にあっては，少数者は多数者に

損害賠償請求権の追及を強いることができな
93
い。

不誠実または法律もしくは定款の重大な違反によって会社に損害が発生した疑いを正当化す

る事実が存在しなければならな
94
い。この規定の正確な内容は明らかにされていない。不誠実は

誠実義務違反の場合に存在す
95
る。とくに，株式法 93条 3項で個別に定められた責任の構成要

件は，重大な義務違反として問題にな
96
る。

f）会社の相反する圧倒的利益は存在しないこと

最後に，会社福利の圧倒的利益が，賠償請求権の行使に相反しないことであ
97
る。とくに，会

社に対する何回もの訴えがそれに当た
98
る。

g）手続きと会社に対する訴え提起の催告

会社の住所地の地方裁判所が，訴えの許可の申し立てについて権限を有す
99
る。裁判所が訴え

を許可する場合，株主は 3か月以内に訴えを提起することができる。
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3．株主の情報と費用の負担

株主による責任追及の効率性については，訴え許可手続および訴えの費用負担および責任違

反に関する株主の情報取得の可能性が重要である。株主は，取締役員の義務違反の可能性を新

聞などによって知る。株式法上の情報請求権として総会での説明請求権と特別検査を挙げるこ

とができる。特別検査
100
は，会社の設立の検査または業務執行の特別な措置の検査に役立つ。政

府草案理由書は，特別検査についても訴え許可手続と同一の要件が妥当することを強調す
101
る。

特別検査については，もちろん特別検査役の選任の申し立てが必要である。この申し立ては，

総会においてなされる。さらに，法律
102
は，申し立てについて資本の 5パーセントまたは 50万

ユーロの株式所有を要求する。

ドイツ法は，費用に関して，原則として，申立て人が訴え許可手続の費用を負担することを

定める。申し立てが拒否された場合，申し立て人が訴え許可手続の費用を負担しなければなら

ない。

訴えが許可された場合，会社が，原則として，費用を負担しなければならな
103
い。訴え提起に

対する特別の魅力はない。

蠹．結 語

ドイツの株式会社の取締役員の責任は，アメリカの経営判断原則の継受後もアメリカの取締

役の責任とは区別される。アメリカの立証責任の分配は継受されなかった。ドイツでは，企業

指揮者の注意義務は，傾向的にはより厳格である。実体的には，取締役員は，企業家決定の際

に，十分な情報に基いて会社の福利のために行為することから出発しなければならないことが

目指される。ドイツ法は，責任の追及においても独自の道を歩む。会社による責任の実現の優

位性，および株主による責任の追及のための持分保有要件を固守している。訴えの許可手続

は，不誠実または法律もしくは定款の重大な違反のために会社に損害が発生したという疑いを

正当化する事実が存在することを前提としている。
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